
R5.11 【相手方用】

 この書類は，申立人と相手方との間に未成年のお子さんがいる場合に記載していただくものです。
あてはまる事項にチェックをつけ，空欄には具体的に記入して，意見書と一緒に提出してください。
 なお，この書類は，申立人から申請があれば，閲覧やコピーが許可されることがあります。

　□ 申立人

　□ 相手方

　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成・令和　　年　　月　　日から平成・令和　　年　　月　　日までは

　□申立人　□相手方　□その他（　　　　　　　　　）と生活していた。

平成・令和　　年　　月　　日から現在までは

　□申立人　□相手方　□その他（　　　　　　　　　）と生活している。

→　上記のような状況となっていることについて理由などがあれば，記載してください。

　□ 会っている。（　　　か月に　　　回程度・　　　　　　　　　　　）

　□ 平成・令和　　年　　月 　 日を最後に会っていないが，電話やメールなどで連絡を取っている。

　□ 平成・令和　　年　　月　　日を最後に会っていないし，連絡も取っていない。

→　上記のような状況となっていることについて理由などがあれば，記載してください。

　□ある。

　　□次のような取決めをした。→(                                                     )

　　□取決めはしていない。

　　　　→取決めできなかった事情：

　□ない。

　□面会交流をしたい。　    　→方法，頻度等：　　　　

　□面会交流することを認める。→方法，頻度等：

　□まだきめていない。　　　　□その他(　                                           )　

　□ 説明したことはない。

　□ 説明したことがある。

→　説明した内容やそのときのお子さんの様子について，裁判所に伝えておきたいことがあれば，

　記載してください。

　□ ない

　□ ある

→　心配している内容を具体的に記載してください。

令和　　年　　月　　日

作成者氏名　　　　　　　　　　　　

８　７以外に，お子さ
んに関することで，事
前に裁判所に伝えてお
きたいことがあれば記
入してください。

７　お子さんについ
て，何か心配している
ことはありますか。

子についての事情説明書

１　現在，お子さんを
主に養育している人は
誰ですか。

３　別居後，お子さん
は別居している父また
は母と会ったり，連絡
を取ったりしています
か。
＊　お子さんと申立人及び
相手方が同居している場合
には記載する必要はありま
せん。

６　お子さんに対し
て，夫婦間の紛争の内
容や，今後の生活につ
いて説明したことはあ
りますか。

２　別居後，お子さん
は誰と一緒に生活して
きましたか。
＊　お子さんと申立人及び
相手方が同居している場合
には記載する必要はありま
せん。

４　別居親とお子さん
との交流（面会交流）
について，親同士で話
し合ったことがありま
すか。

５　今後，面会交流を
どうしたいですか。


